
（単位：円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 18,323,119,571 固定負債 2,503,587,302

有形固定資産 17,748,186,393 地方債等 1,886,408,038

事業用資産 4,920,310,663 長期未払金 282,209

土地 403,805,865 退職手当引当金 444,105,079

立木竹 1,999,364,600 損失補償等引当金 -

建物 7,748,924,067 その他 172,791,976

建物減価償却累計額 △5,300,310,622 流動負債 267,409,799

工作物 241,015,240 1年内償還予定地方債等 186,538,480

工作物減価償却累計額 △172,488,487 未払金 34,561,858

船舶 - 未払費用 821,201

船舶減価償却累計額 - 前受金 -

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 36,250,113

航空機 - 預り金 6,239,529

航空機減価償却累計額 - その他 2,998,618

その他 - 2,770,997,101

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 - 固定資産等形成分 19,849,377,363

インフラ資産 12,704,610,699 余剰分（不足分） △2,320,215,967

土地 7,849,522 他団体出資等分 -

建物 104,963,450

建物減価償却累計額 △90,708,023

工作物 33,809,093,666

工作物減価償却累計額 △21,126,587,916

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 -

物品 603,818,801

物品減価償却累計額 △480,553,770

無形固定資産 19,182,672

ソフトウェア 19,182,672

その他 -

投資その他の資産 555,750,506

投資及び出資金 22,224,000

有価証券 -

出資金 22,224,000

その他 -

長期延滞債権 3,769,404

長期貸付金 10,912,000

基金 509,295,179

減債基金 89,071,716

その他 420,223,463

その他 9,588,439

徴収不能引当金 △38,516

流動資産 1,977,038,926

現金預金 414,714,689

未収金 32,909,459

短期貸付金 1,083,000

基金 1,525,174,792

財政調整基金 1,525,174,792

減債基金 -

棚卸資産 2,767,738

その他 389,706

徴収不能引当金 △458
繰延資産 - 17,529,161,396

20,300,158,497 20,300,158,497

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【様式第１号】

連結貸借対照表
（令和２年３月31日現在）

科目 科目



（単位：円）

金額

経常費用 2,511,426,521

業務費用 2,052,569,134

人件費 567,973,012

職員給与費 492,949,511

賞与等引当金繰入額 36,250,113

退職手当引当金繰入額 14,174,551

その他 24,598,837

物件費等 1,447,064,423

物件費 502,381,581

維持補修費 70,138,686

減価償却費 851,036,629

その他 23,507,527

その他の業務費用 37,531,699

支払利息 8,244,732

徴収不能引当金繰入額 6

その他 29,286,961

移転費用 458,857,387

補助金等 295,130,018

社会保障給付 162,457,235

その他 1,270,134

経常収益 351,985,910

使用料及び手数料 220,782,536

その他 131,203,374

純経常行政コスト 2,159,440,611

臨時損失 80,140,788

災害復旧事業費 79,700,720

資産除売却損 421,208

損失補償等引当金繰入額 -

その他 18,860

臨時利益 148,654

資産売却益 148,654

その他 -

純行政コスト 2,239,432,745

【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自　　平成31年４月１日
至　　令和２年３月31日

科目



（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 18,004,791,770 20,133,089,486 △2,128,297,716 -

純行政コスト（△） △2,239,432,745 △2,239,432,745 -

財源 1,766,930,366 1,766,930,366 -

税収等 1,111,452,480 1,111,452,480 -

国県等補助金 655,477,886 655,477,886 -

本年度差額 △472,502,379 △472,502,379 -

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額 -

無償所管換等 274,125

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 △3,292,220

その他 △109,900

本年度純資産変動額 △475,630,374 △283,712,123 △191,918,251 -

本年度末純資産残高 17,529,161,396 19,849,377,363 △2,320,215,967 -

【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自　　平成31年４月１日
至　　令和２年３月31日

科目 合計

省 略



①有形固定資産の明細 （単位：円）

前年度末残高
（A）

本年度増加額
（B）

本年度減少額
（C）

本年度末残高
（A）＋（B）－（C）

（D）

本年度末
減価償却累計額

（E）
本年度償却額

（F）

本年度末
減損損失累計額

（G）
本年度減損額

（H）

差引本年度末残高
（D）－（E）－（G）

（I）
9,766,228,006 1,278,482,652 651,600,886 10,393,109,772 5,472,799,109 158,172,906 - - 4,920,310,663

403,805,865 - - 403,805,865 - - - - 403,805,865

1,999,364,600 - - 1,999,364,600 - - - - 1,999,364,600

7,098,931,433 655,016,288 5,023,654 7,748,924,067 5,300,310,622 153,117,376 - - 2,448,613,445

239,405,288 1,674,864 64,912 241,015,240 172,488,487 5,055,530 - - 68,526,753

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

24,720,820 621,791,500 646,512,320 - - - - - -

33,841,450,558 80,456,080 - 33,921,906,638 21,217,295,939 642,604,124 - - 12,704,610,699

1,869,822 5,979,700 - 7,849,522 - - - - 7,849,522

104,963,450 - - 104,963,450 90,708,023 2,704,320 - - 14,255,427

33,734,617,286 74,476,380 - 33,809,093,666 21,126,587,916 639,899,804 - - 12,682,505,750

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

608,283,873 14,251,398 18,716,470 603,818,801 480,553,770 47,975,367 - - 123,265,031

44,215,962,437 1,373,190,130 670,317,356 44,918,835,211 27,170,648,818 848,752,397 - - 17,748,186,393

 事業用資産

【様式第５号】

連結附属明細書
１．連結貸借対照表の内容に関する明細

（１）資産項目の明細

区分

　　建物

　  土地

　　立木竹

　　建物

　　工作物

　　船舶

　　浮標等

　　航空機

　　その他

　　建設仮勘定

 インフラ資産

　　土地

　　工作物

　　その他

　　建設仮勘定

 物品

合計
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【連結財務書類 注記事項】 

 

1 重要な会計方針 

 

⑴ 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

ア 昭和59年度以前に取得したもの････････････再調達原価 

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。 

イ 昭和60年度以後に取得したもの 

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。 

② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

 

⑵ 出資金の評価基準及び評価方法 

① 出資金 

市場価格のないもの････････････････････････出資金額 

 

⑶ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

① 貯蔵品･････････先入先出法による低価法 

 

⑷ 有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物   15年～50年 

工作物    5年～60年 

物品    3年～18年 

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

（ソフトウェアについては、本村における見込利用期間（５年）に基づく定額法によっていま

す。） 
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③ リース資産 

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

･･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法 

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

･･････････リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法 

 

⑸ 引当金の計上基準及び算定方法 

① 徴収不能引当金 

過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。 

② 退職手当引当金 

期末自己都合要支給額を計上しています。 

ただし、一部の連結対象団体においては、主として期末における退職給付債務及び年金資産の見

込み額に基づき計上しています。 

③ 賞与等引当金 

翌年度６月支給予定の期末手当、勤勉手当等及びそれらに係る法定福利費相当額の見込額につ

いて、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

 

⑹ リース取引の処理方法 

① ファイナンス・リース取引 

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

② オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

 

⑺ 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。 

ただし、一部の連結対象団体については、税抜方式によっています。 

 

  



3 

 

2 追加情報 

 

⑴ 連結対象団体（会計） 

団体（会計）名 区分 連結の方法 比例連結割合 

国民健康保険特別会計 地方公営事業会計 全部連結 － 

国民健康保険診療所特別会計 地方公営事業会計 全部連結 － 

介護保険特別会計 地方公営事業会計 全部連結 － 

後期高齢者医療特別会計 地方公営事業会計 全部連結 － 

簡易水道事業特別会計 地方公営事業会計 全部連結 － 

奈良県市町村総合事務組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 

議会・総務・会館管理事業 

 2.56 ％ 
非常勤職員公務災害補償事業 

 1.66 ％ 

奈良広域水質検査センター組合 一部事務組合・広域連合 比例連結  2.02 ％ 

奈良県広域消防組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 

一般会計 

 0.37 ％ 
吉野消防事業特別会計 

 9.60 ％ 

奈良県後期高齢者医療広域連合 一部事務組合・広域連合 比例連結 

一般会計 

 0.31 ％ 
特別会計 

 0.07 ％ 

上下北山衛生一部事務組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 38.46 ％ 

南和広域医療企業団 一部事務組合・広域連合 比例連結  2.26 ％ 

社会福祉法人 
上北山村社会福祉協議会 

第三セクター等 全部連結 － 

一般社団法人 
ツーリズムかみきた 

第三セクター等 全部連結 － 

連結の方法は次のとおりです。 

① 地方公営事業会計は、全て全部連結の対象としています。 

② 一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象としていま

す。 

③ 第三セクター等は、出資割合等が50％を超える団体（出資割合等が50％以下であっても業務運営

に実質的に主導的な立場を確保している団体を含みます。）は、全部連結の対象としています。 

 

⑵ 出納整理期間 

地方自治法第235条の５に基づき出納整理期間を設けられている団体（会計）においては、出納整

理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。 

なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体（会計）との

間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したものとして調整

しています。 
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⑶ 表示単位未満の取扱い 

百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。 


